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衆
議
院
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松
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出
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タ
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新
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代
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た
最
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の
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し
に
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す
る
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問
に
対
し
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紙
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衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
の
新
時
代
を
見
据
え
た
最
低
賃
金
の
見
直
し
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

最
低
賃
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
一
条
に
お
い
て
は
、
「
こ
の
法
律
は
、
賃
金
の
低
廉
な
労
働
者

に
つ
い
て
、
賃
金
の
最
低
額
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
り
、
労
働
条
件
の
改
善
を
図
り
、
も
つ
て
、
労
働
者
の
生
活
の
安
定
、

労
働
力
の
質
的
向
上
及
び
事
業
の
公
正
な
競
争
の
確
保
に
資
す
る
と
と
も
に
、
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。
」
と
さ
れ
て
お
り
、
政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
「
女
性
非
正
規
雇
用
労
働
者
」
に
限
ら
ず
、
労
働
者
の

生
活
の
安
定
等
を
図
る
た
め
、
「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
二
○
二
一
」
（
令
和
三
年
六
月
十
八
日
閣
議
決
定
）

等
を
踏
ま
え
、
最
低
賃
金
に
つ
い
て
、
よ
り
早
期
に
全
国
加
重
平
均
千
円
と
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
本
年
の
引
上
げ
に
取
り

組
ん
で
ま
い
り
た
い
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
同
感
染
症
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
影
響
の
地
域
差
を
加
味
し
て
、
特
定
地
域
の
最
低
賃
金
引
き
上
げ
」
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
が
、
最
低
賃
金
に
つ
い
て
は
、
最
低
賃
金
法
第
九



 

２ 

 

条
第
二
項
及
び
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
域
に
お
け
る
労
働
者
の
生
計
費
及
び
賃
金
並
び
に
通
常
の
事
業
の
賃

金
支
払
能
力
を
考
慮
し
て
、
一
定
の
地
域
ご
と
に
決
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
他
の
先
進
国
の
同
様
な
経
済
活
動
が
見
ら
れ
る
都
市
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
国
に
よ
り
最
低
賃
金
が
適
用
さ
れ
る
労
働
者
の
範
囲
や
物
価
水
準
等
が
異
な
る
た
め
、
お
尋
ね
の
「
我
が
国
の
最
低
賃

金
水
準
」
及
び
「
東
京
の
最
低
賃
金
」
の
水
準
と
諸
外
国
の
最
低
賃
金
の
水
準
を
一
概
に
比
較
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 


